
 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全施設の設置に伴う交通現象の 

変化に関する研究の概要 
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ま え が き 

昭和４９年度末における全国の信号機設置基数は約５万５千基であるが、総

合交通安全施設等整備事業５箇年計画が開始される直前の昭和４５年度末に比

較して、信号機設置基数は２.４倍に増加している。 

また、都市交通の流れを安全かつ効率的に誘導し、既存道路を有効に利用す

るための交通管制センターも昭和４９年度末には２５都市に設置されている。

このように、近年、信号機の設置基数は大巾に増加しているうえ、新設され

る信号機はもとより、従来から設置されていた信号機についても、系統化、多

段化が進められるなど、信号機の機能は著しく改良されている。 

さらに、４６年度を初年度とする総合交通安全施設等整備事業５箇年計画は

５０年度に終了したが、引続き５１年度を初年度とする第２次５箇年計画が実

施される予定であり、信号機は、一層整備されることとなっている。 

交通事故防止に信号機の果たす役割が大きいことは周知の事実であるが、

従来以上にその投資効率を高めるためには、信号機設置前後における交通現象

の変化の実態をふまえ、これに対応した他の対策もあわせて実施する必要があ

る場合も多いと考える。 

当センターでは、昭和５０年度調査研究事業の一還として、運輸省より自動

車事故対策費補助金の交付を受け、「交通安全施設の設置に伴う交通現象の変

化に関する研究」を実施することとなり、センターに交通現象調査委員会を設

け、調査研究を実施した。 

この概要は、同研究の要点を述べたものであるが、信号機に関連した参考資

料の一つとして、利用していただければ幸である。 

なお、本研究は、委員各位ならびに、調査対象となった５県の警察本部およ

び警察署の担当者の方々の御尽力により、短期間の研究にもかかわらず所期の



目的を達することができた。 

ここに、関係各位に深く感謝する次第である。 

昭和５１年３月 

自動車安全運転センター 

理事長 中 原  歵 
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１．研 究 の 目 的 

交通安全施設の設置にあたっては、交通事故防止効果が大きい地点から優先的に設

置すべきことは勿論であるが、安全施設の設置に伴って、当然に交通現象の変化が考

えられる。したがって、この交通現象の変化に対応した対策もあわせて考える必要が

ある。 

このような観点から本研究では、交通安全施設として、信号機をとりあげ、信号機

の有無による運転者の行動と歩行者の行動のそれぞれの特徴と、それらの事故との関

連を調べ、信号機設置の効果ならびに、これに伴って派生する現象上の問題を解明し、

より効率的な信号機の設置運用に資そうとするものである。 

２．調 査 の 概 要 

この研究では、前記の目的に基づいて、信号交差点と無信号交差点における交通現

象の調査を行った。 

（1）調査対象の場所 

兵庫、岡山、広島、山口、福岡の５県から、次に述べる基準にしたがって交差点

を選定した。 

ア 十字交差点であること。 

イ 信号機設置基準を満たしていること。 

ウ 大型車や右左折交通が主流をなすような特異な交通状況がないこと。 

選定された交差点は、信号機を設置し、事前事後調査の行える交差点５箇所（Ａ）、

信号交差点１０箇所（Ｂ）、および、無信号交差点（Ｃ）の２５交差点であるが、

Ａ交差点は事前事後調査を実施したので延べ調査交差点数は３０箇所である。（表

１参照） 

（2）調 査 事 項 

選定したそれぞれの交差点について、次に述べるような調査を行った。 

－１－



 

表１. 信号機作動年月日と主な交通規制実施年 

注* (1) 交差点区分のＡ交差点とは、年度内に信号機が予定されている交差点Ｂ

交差点とは、信号交差点、Ｃ交差点とは無信号交差点の区分を示す。 

同欄のＢＣ交差点についている数字は対応する交差点を示す。 
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ア  交 通 量 調 査 

これはその交差点の車両と歩行者の交通量について、その実態の把握をするのみ

でなく、後述の違反行為および、事故の生起率を求めるとともに、これらの生起率

と交通量との関係を調べるためにそれぞれの交差点について、流入部別、方向別、

車種別（大型、普通、２輪、自転車）の車両交通量と横断歩行者数の調査を、それ

ぞれ昼間４時間にわたって行った。 

イ 違 反 行 為 調 査 

これは信号および、無信号交差点のそれぞれにおける種々の違反行為の実態を

浮き彫りにするとともに、そこでの事故の発生特性との関連を検討するために行

った。 

（ア） 信号交差点では、車両違反のうち、この交差点特有な違反行為として「赤信

号のうちに発進する」、「黄信号で停止しない」、「赤信号で停止しない」、

無信号交差点と共通な違反行為として、「方向指示をださない」、「停止線を

守らない」、「交差点５メートル以内の駐停車」、「左側車線からの右折」、

「対向直進および、左折車を妨害する」、「中央寄りからの左折」、「左折時

に左側の直進自転車・２輪車を妨害する」、「横断歩行者を妨害する」と歩行

者違反としては、この交差点特有な 違反行為として、「赤信号で横断」、無

信号交差点と共通な違反行為として「横断歩道外横断」、さらに、無信号交差

点と共通な違反行為として「自転車の違反」の計１４項目について、調査を行

った。 

（イ） 無信号交差点では、車両違反のうち、この交差点特有な違反行為とし

て「一時停止しない」、「徐行しない」、「優先道路通行車妨害」、「流

入部で横断歩行者を妨害する」と、信号交差点と共通な違反行為として

「方向指示をださない」、「停止線を守らない」、「交差点５メートル

以内の駐停車」、「左側車線からの右折」、「対向直進および、左折車

を妨害する」、「中央寄りからの左折」、「左折時に左側の直進自転車・

２輪車を妨害する」、「流出部で横断歩行者を妨害する」と歩行者の違

反として、信号交差点と共通な違反行為として「横断歩道外横断者」、 

－３－



 

さらに、信号交差点と共通な違反行為として「自転車の違反」の計１４項目に

ついて、調査を行った。 

なおこの調査は、それぞれ前記交通量調査と同時間について行った。 

ウ 交 通 事 故 調 査 

これは信号および、無信号交差点の、それぞれにおける事故発生の危険性を直

接評価するとともに、そこでの違反行為との関連を検討するために行ったもの

で、過去２ケ年(昭和４９年、５０年)の事故発生状況を交通事故統計原票から調

査した。 

工 環 境 調 査 

これはそれぞれの交差点付近における土地利用状況、交通安全施設の設置状況

および、交通規制の実施状況を調査した。 

（3） 調 査 結 果 

調査対象とされた延べ３０交差点での交通量、違反行為、事故などの調査結果は

表２、表３、表４のとおりである。 

3．違反行為に関する検討 

（1）各種違反行為率と交通量の関係 

調査対象とした各種違反行為のうち、駐車違反（静的違反）を除く１３種類の違反

行為のそれぞれについて、関係の深い交通量の影響を考察した。違反行為率は、それ

ぞれの違反行為件数を、それぞれの違反行為に関係の深い 交通量で除した値であ

る。 

違反行為率に対する交通量の影響についての検討で、ある程度の相関性が明らかに

なった違反行為について、その特性を述べると次のとおりである。 

ア 無信号交差点における「横断歩行者妨害」の違反行為率と交差点横断歩行者数の

関係は、図１に示すように横断歩行者数が多いところでは「横断歩行者妨害」の率

は高い傾向が見られる。 
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表２． 交 通 量 上段：交通量（台/4時間） 
下段：構成率（％） 

※は信号機の設置されている交差点 
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(％) 
図１  横断歩行者妨害と交差点横断歩行 (無信号のみ) 

イ 信号交差点における「赤信号のうちに発進」の違反行為率と交差点交通量と

の関係は、図２に示すように交差点交通量が少ないところでは、「赤信号のう

ちに発進」の率は高い傾向が見られる。 

図２  赤信号のうちに発進と交差点交通量(有信号のみ) 

ウ 信号および、無信号交差点における「横断歩道外横断」の違反行為率と交差点

横断歩行者数との関係は、図３に示すように交差点横断歩行者数が少ないところ

では、「横断歩道外横断」の率は高い傾向が見られる。 

工 信号および無信号交差点における「自転車の違反」の違反行為率と交差点自転

車交通量との関係は、図４に示すように自転車交通量の少ないところでは、 
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図３  横断歩道外横断者と交差点横断歩行者 

―――――――――――――――――――――――――――

図４  自転車の違反と交差点自転車交通量 

「自転車の違反」の率は高い傾向が見られる。 

オ 交差点交通量と違反行為率 

交差点交通量と車両の違反行為率の関係は図６に示すように交差点交通量が3，000

台/４時間未満では、違反行為率が２０％以上と高く、ばらつきが大きい。しかし、交

差点交通量が3，000台/４時間を超えると違反行為率は１０％以下で、ばらつきも小さ

い。 

横断歩行者交通量と横断歩行者の違反行為率の関係は、信号交差点の方が無信号交

差点より違反行為率は低い。（図３参照） 
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図５ 交差点車両交通量と違反行為率 

（2）信号および、無信号交差点での違反行為の相違 

ア 信号交差点と無信号交差点の比較 

信号交差点と無信号交差点の違反行為を比較するため、それぞれの違反行為を交差

点進入時（Ｅ）、方向指示（Ｄ）、右折時（Ｒ）、左折時（Ｌ）、横断歩行者を妨害

（Ａ）の車の違反、自転車の違反（Ｃ）、横断歩行者の違反（Ｐ）に分類し、比較す

ると次のとおりとなる。(表３、図５参照) 

(ア) 信号交差点では、交差点進入時、横断歩行者の違反、自転車の違反の違反行為率

が高い。 

(イ) 無信号交差点では、自転車の違反、横断歩行者の違反の違反行為率が高い。 

(ウ) 信号機を設置することにより減少する違反行為は、方向指示の違反、右折時違反、

横断歩行者を妨害、自転車の違反である。 

イ 信号機設置に伴う違反行為の変化 

信号機設置前後の比較のできる５箇所の交差点（Ａタイプ）を対象に、そこでの違

反行為率の相違について検討した。 

信号機の有無と、そこでの違反行為を直接比較するために、比較的違反行為率の高

い、「方向指示をださない」、「停止線を守らない」、「横断歩道外横断歩行者」、

「自転車の違反」の４つの共通項目をとりだした。 

(表３参照) 
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図６  集約違反行為別、違反行為率及び変化率 

（無信号交差点15）（信号交差点15） 
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これらの項目について、信号機設置前と信号機設置後の違反行為率の関係は図７

に示すとおりである。この図では、４５度の直線上に点がプロットされると、設置

前後に差のないことを示すことになり、この線より下側であれば設置後の違反行為

率に低下が見られたことになる。信号機が設置されたことにより、違反行為率が 

図７. 信号機設置前後の違反行為 

増加するのは、「停止線を守らない」である。他の３項目は信号機が設置されたこ

とにより、違反行為率は減少している。 

４．交差点における違反行為と事故類型の検討 

種々の違反行為が、果して、どのような事故類型と関連があるかを検討した。 

その結果は次のとおりである。 

（1）出 合 頭 衝 突 事 故 

ア 無信号交差点について、この類型の事故と結びつく違反行為としては、「一時停止

しない」、「徐行しない」、「優先車を妨害する」、「停止線を守らない」を取りあ

げた。これらの違反行為率と出合頭衝突事故の件数の関係は、表５に示すとおりであ

る。 
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この表により、一時停止規制のある交差点について、出合頭衝突事故の件数と、

「一時停止、徐行違反および、優先車妨害」の違反行為率の関係は、図８に示すよ

うに、この違反行為率が高くなると出合頭衝突事故の件数も高くなる傾向が見られ

る。 

「停止線を守らない」の違反行為率と出合頭衝突事故の件数との関係は、 

図８  一時停止標識制御の交差点における出合頭衝突事故件数と

一時停止・徐行違反および優先妨害行為の率との関係 

－１３－ 

図９ 信号交差点における出合頭衝突事故率（１車線１サイクル当り）

と１車線１サイクル当りの赤信号無視件数との関係 



 

表５.   無信号交差点における出合頭衝突事故の件数、一時停止、徐行違反 

および優先妨害行為の率および停止線を守らない行為の率 

*は一時停止標識のない交差焦 

－１４－ 



 

表６. 無信号交差点における追突事故の件数、停止線を守らない行為の

率および方向指示をしない行為の率 

*は一時停止標識のない交差点 

－１５－ 



 

表５に示すように明確な相関関係は認められない。しかしそれにも拘らず、出合頭衝

突事故の多い方の交差点と出合頭衝突事故の少ない方の交差点の違反行為率を比較

すると、出合頭衝突事故の多い方の交差点の違反行為率が、概して高い値を示してい

ることは注目すべきである。 

イ 信号交差点について、出合頭衝突事故と結びつく違反行為としては、「赤信号で

停止しない」を取りあげた。この違反行為率と出合頭衝突事故率との関係は、図９

に示すように「赤信号で停止しない」の違反行為率１車線１サイクル当）の高いと

ころでは、出合頭衝突事故率（１車線１サイクル当り）も高い値を示している。 

（2）追 突 事 故 

ア 無信号交差点で、この類型の事故と結びつく違反行為として、「停止線を守らな

い」と「方向指示を出さない」を取りあげた。これら２つの違反行為率と追突事故

の件数は、表６に示すとおりで、明確な相関関係は認められない。 

イ 信号交差点で、この類型の事故と結びつく違反行為として、「停止線を守らない」、

「方向指示をださない」、「黄信号・赤信号で停止しない」を取りあげた。これら

３つの違反行為率と追突事故件数の関係は、表７に示すとおりである。これら３つ

の違反行為のうち「方向指示をださない」と「黄信号・赤信号で停止しない」の違

反行為率と追突事故の発生率との関係は、図１０、図１１に示すように２つの違反

行為率が高いところでは追突事故の発生率も高い傾向が見られる。 

（3）右折時側面衝突事故 

ア 無信号交差点で、この類型の事故と結びつく違反行為としては「右折時に対向直

進および、左折車を妨害する」を取りあげた。その関係は表８に示すとおりで、明

確な相関関係は認められない。また「方向指示をださない」の違反行為率も同様な

結果を示した。 

イ 信号交差点で、この類型の事故と結びつく違反行為としては、「方向指示をださ

ない」、｢黄信号・赤信号で停止しない｣を取りあげた。「方向指示をださない」 

－１６－ 



 

図１０  信号交差点における追突事故率と方向指示をしない行為の率との関係 

の違反行為率と右折時側面衝突事故の件数との関係は、図１２に示すように違反行

為率が高いところでは、右折時側面衝突事故件数も高い傾向が見られる。 

－１７－

図１１  信号交差点における追突事故率と黄信号・赤信号で

停止しない行為の１サイクル当りの件数との関係 



 

表７． 信号交差点における追突事故の件数、停止線を守らない

行為の率、方向指示をしない行為の率および黄信号・赤

信号で停止しない行為の率 

－は信号交差点としての２ケ年の事故のデータがとれないもの。 

－１８－ 



 

図１２   信号交差点における右折時側面衝突事故件数と 

方向指示を行わない行為の率との関係 

また、「黄信号・赤信号で停止しない」の違反行為率（１車線１サイクル当り）と

右折時側面衝突事故の事故率(右折１００万台当り)との関係は、図１３に示すよう

に違反行為率が高いところでは、右折時側面衝突事故率も高い傾向が見られる。 

－１９－ 

図１３  信号交差点における右折時側面衝突事故率と黄信号・

赤信号で停止しない行為の１車線１サイクル当りの件

数との関係 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

表８． 無信号交差点における右折時側面衝突事故の件数

および右折車が対向車を妨害する行為の率 

*は一時停止標識のない交差点 

－２０－ 



 

表９． 無信号交差点における横断歩行者と車との事故の件数横断者数、

横断を車に妨害された事象の率、横断歩道外横断行為の率 

*は一時停止標識のない交差点 

－２１－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 横断歩行者と車との事故 

この種の事故に直渉結びつく違反行為は、「横断歩行者を妨害する」、  

「横断歩道外横断」である。これらの違反行為率とこの種の事故件数の関係 

は、表９、表１０に示すとおりで、信号および、無信号交差点のそれぞれで、 

両者間の相関性を見るのは難しい。しかしながら無信号交差点のグループと 

信号交差点のグループとを比較すると、後者の方が歩行者妨害率が著しく低 

く、また、歩行者事故の発生率も低い。 

表１０． 信号交差点における横断歩行者と車との事故の件数、横断者数、

横断を車に妨害された事象の率、横断歩道外横断行為の率 

－は信号父差点としての2ケ年の事故データがとれないもの。 

－２２－ 



 

５．  ま   と   め  

違反行為と交通事故の関係を検討した結果から見た信号機設置の効果と問題点等を述

べると、次のとおりである。 

（1） 信号交差点および、無信号交差点での違反行為の比較 

信号交差点と無信号交差点において、共通に発生している違反行為の違反行為率

を比較してみると、無信号交差点に比較して、信号交差点の方が、低くなるものは、

「方向指示をださない」、「右折時の違反」、「横断歩行者を妨害する」、「自転

車の違反」、「横断歩道外横断」の各違反行為である。 

（2） 違反行為と類型別事故との関係 

ア 信号交差点における特有な違反行為である、「黄信号で停止しない」、「赤信

号で停止しない」、「赤信号のうちに発進する」の違反行為率と追突事故および、

右折時側面衝突事故との間には、相関関係が見られる。また、信号交差点におけ

る無信号交差点との共通な違反行為の「方向指示をださない」の違反行為率と右

折時側面衝突事故との間にも相関関係が見られる。 

イ 無信号交差点における特有な違反行為である、「一時停止しない」、「徐行し

ない」、「優先道路通行車妨害」の違反行為率と出合頭衝突事故との間には、相

関関係が見られる。 

ウ 無信号交差点に比較して、信号交差点の方が低くなる違反行為の「横断歩行者

妨害」と「横断歩道外横断」の違反行為率と、歩行者事故との間には、明確な相

関関係は見られなかった。しかし、「横断歩行者妨害」と「横断歩道外横断」の

違反行為率および、歩行者事故について、無信号交差点と信号交差点とを比較す

ると、後者の方が違反行為率が著しく低く、また、歩行者事故の発生率も低い傾

向が見られる。 

（3） 信号機設置の効果等 

違反行為と事故との関係の検討から、信号機設置によって、その効果が顕著なも

のを記すと、出合頭衝突事故と歩行者事故は、大巾に防止できる。また、方向指示、

－２３－ 



 

右折時、自転車、横断歩行者の違反行為率が下り事故を防止する効果がある。すなわ

ち、信号機設置によって、全般的に事故を減少させる効果があることが明らかになっ

た。 

しかし、信号機の設置によって、追突事故と右折時側面衝突事故を潜在的に誘発す

る危険性もないとはいえないので、信号機の設置にあたっては、信号機の系統化、灯

器の増設などの信号機改良ならびに現示の改良なども合せて検討するきめ細い配慮が

必要である。 

－２４－


